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児童生徒及び同居家族に体調不良者等がいる場合の登校について 

 

 

 陽春の候、平素は本市学校教育の運営推進にご理解とご協力をいただき厚く御礼申し上

げます。 

さて、今般の新型コロナウイルス感染症の全国的な感染者数は、１か月以上にわたり緩や

かな減少が続いていますが、BA.２系統への置き換わりが懸念される中で、新規感染者にお

ける 10 代及び 10 歳未満の割合は増加傾向が続いています。そのため、オミクロン株の特

徴を踏まえ、感染状況を引き続き注視していく必要があります。 

つきましては、「園児児童生徒及び同居家族に体調不良者がいる場合の登園・登校につい

て（令和４年４月６日時点）」を、別紙１及び別紙２フロー図のとおりとさせていただきま

す。 

城市教育委員会といたしましては、今後も下記のとおり、保護者の皆様のご協力を得な

がら、ご家庭と学校とが連携し、児童生徒の健康管理・感染症拡大防止に努めてまいりたい

と考えております。保護者の皆様のご理解とご協力の程、何卒よろしくお願い申し上げます。 

 

記 

 

○ 感染が判明した場合、濃厚接触者となった場合等について 

  上記の場合は、別紙１及び別紙２フロー図をご確認ください。 

  お子さまやご家族の皆様で、PCR 検査を受けられる場合や検査結果が判明した場合、 

 濃厚接触者に特定された場合等には、速やかに学校に連絡いただきますようお願いいた 

します。 

 

○ 新型コロナウイルス感染症の対応に係る土日祝日における緊急連絡先について 

  城市役所（宿直室）（０７４５－４４－５１０８）まで、ご連絡ください。 

 市役所の宿直室に電話が繋がりますので、お子さまのお名前、所属学校名、学年、クラス、 

 連絡先をお伝えください。後ほど、学校から折り返し連絡をさせていただきます。 



（別紙１） 

１．園児・児童・生徒等が感染者となった場合の対応 

・感染者の出席停止期間は、原則として、症状が出始めた日の翌日を１日目として１０日経過、かつ、

症状がなくなってから７２時間（３日）が経過するまでとします。ただし、無症状の場合は、陽性が

確定した検査日（検体採取日）の翌日から７日間経過するまでとします。 

 

２．園児・児童・生徒等が濃厚接触者となった場合の対応 

・濃厚接触者の出席停止期間は、原則として、感染者と最後に接触した日（同居者の場合は、家庭内で

感染対策を開始した日）の翌日を１日目として７日間とし、８日目から解除します。ただし、同居家

族の中で別の家族が感染した場合は、改めてその家族の発症日（無症状の場合は検体採取日）の翌日

から７日間の自宅待機とします。 

・濃厚接触者に発熱等の症状がある場合は、「濃厚接触者であり、症状がある」旨を伝えたうえで、か

かりつけ医及び発熱外来認定医療機関を受診するようお願いします。受診後は、医療機関や保健所の

指示に従ってください。 

・学校の教職員については、社会機能の維持のために必要な事業に従事する者にあたるため、無症状の

濃厚接触者に限っては、待機期間の７日を待たずに、４日目及び５日目の抗原定性検査キットを用い

た検査で陰性が確認できた場合は５日目に待機を解除することができます。 

 

３．同居家族が濃厚接触者となった場合の対応 

① 同居家族に症状がない場合は、原則、登校を控える必要はありません。ただし、感染拡大の観点か

ら、あるいは保護者の意向等で登校を控える方が望ましいと判断した場合には、園・学校の実状に合

わせて柔軟に対応します。 

② 同居家族に症状がある場合は、「濃厚接触者であり、症状がある」旨を伝えたうえで、かかりつけ

医及び発熱外来認定医療機関を受診してください。 

その際、園児・児童・生徒等は感染の有無が判明するまで自宅待機します。なお、①、②のいずれ

の場合も、出席停止の措置を取ります。 

 

４．生徒等に発熱等の風邪症状がある場合の対応 

・かかりつけ医及び発熱外来認定医療機関を受診し、感染の有無が判明するまで自宅待機するようお

願いします。 

・受診の結果、陽性が判明した場合は、医療機関や保健所の指示に従ってください。 

・受診の結果、陰性であっても、症状がなくなってから３日間を経過するまでの間は自宅で健康観察を

継続してください。 

  ※上記のいずれの場合においても保健所や受診した医療機関からの指示がある場合は、その指示

に従ってください。 



【フロー図】 （別紙２）
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同居家族に発熱等の風邪症状による体調不良者等がいる場合

（本人の体調が良い場合）

※下記のいずれの場合も、欠席扱いにはなりません。

《濃厚接触者の定義》

手で触れることの出来る距離（目安として１m）で、必要な感染予防対策なし

で「患者（確定例）」と１５分以上の接触があった者

※「国立感染症研究所感染症疫学センター」発出文書より抜粋
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